
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
六
十
二
号

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律

施
行
令

内
閣
は
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二

項
、
第
三
項
第
二
号
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
並

び
に
第
十
四
条
第
六
項
（
同
法
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
最
終
処
分
を
行
う
地
層
の
深
さ
）

第
一
条
　
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
政
令

で
定
め
る
深
さ
は
、
地
下
三
百
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る
。

（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
発
電
用
原
子
炉
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
発

電
用
原
子
炉
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年

政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
原
子
炉

と
す
る
。

（
第
二
種
特
定
放
射
性
廃
棄
物
）

第
三
条
　
法
第
二
条
第
九
項
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
物
と
す
る
。

一
　
次
に
掲
げ
る
物
を
固
型
化
し
、
又
は
容
器
に
封
入

し
た
物

イ
　
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
に
装
て
ん
さ
れ
、
発
電

の
用
に
供
さ
れ
た
金
属
で
あ
っ
て
、
使
用
済
燃
料

の
再
処
理
に
伴
っ
て
使
用
済
燃
料
と
と
も
に
せ
ん

断
さ
れ
た
も
の

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
金
属
を
収
納
し
た
容
器
に
充
て
ん

さ
れ
た
水
及
び
当
該
水
の
ろ
過
に
用
い
ら
れ
た
ろ

過
材

ハ
　
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
用
い
ら
れ
た
り
ん
酸

ト
リ
ブ
チ
ル
溶
液
（
よ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物
の

除
去
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
精

製
に
用
い
ら
れ
た
炭
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液

ニ
　
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
伴
っ
て
再
処
理
施
設

か
ら
排
出
さ
れ
る
空
気
に
含
ま
れ
る
よ
う
素
及
び

そ
の
化
合
物
の
吸
着
に
用
い
ら
れ
た
金
属

二
　
前
号
に
掲
げ
る
物
の
ほ
か
、
使
用
済
燃
料
の
再
処

理
等
に
伴
い
使
用
済
燃
料
、
分
離
有
用
物
質
又
は
残

存
物
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
固
型
化
し
、
又
は

容
器
に
封
入
し
た
物
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
の
放
射
能
濃
度
が
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
濃
度
を
超
え

る
も
の

炭
素
十
四

八
十
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
毎
ト
ン

塩
素
三
十
六

九
十
六
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
ト
ン

テ
ク
ネ
チ
ウ
ム
九
十
九

一
・
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
毎
ト
ン

よ
う
素
百
二
十
九

六
・
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
ト
ン

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す

る
放
射
性
物
質

八
・
三
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
毎
ト
ン

（
概
要
調
査
の
方
法
）

第
四
条
　
法
第
二
条
第
十
項
の
政
令
で
定
め
る
方
法
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
地
表
踏
査

二
　
物
理
探
査
（
空
中
、
地
上
又
は
水
上
に
お
い
て
行

う
も
の
に
限
る
。
）

三
　
ト
レ
ン
チ
の
掘
削

（
精
密
調
査
を
行
う
施
設
）

第
五
条
　
法
第
二
条
第
十
一
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設

は
、
次
に
掲
げ
る
装
置
を
設
置
す
る
坑
道
と
す
る
。

一
　
地
層
を
構
成
す
る
岩
石
の
強
度
そ
の
他
の
地
層
の

物
理
的
性
質
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
に
必

要
な
測
定
及
び
試
験
を
行
う
た
め
の
装
置

二
　
地
層
内
の
水
素
イ
オ
ン
濃
度
そ
の
他
の
地
層
の
化

学
的
性
質
に
関
す
る
情
報
を
収
集
す
る
た
め
に
必
要

な
測
定
及
び
試
験
を
行
う
た
め
の
装
置

三
　
地
層
内
の
地
下
水
の
水
流
の
詳
細
に
関
す
る
情
報

を
収
集
す
る
た
め
に
必
要
な
測
定
及
び
試
験
を
行
う

た
め
の
装
置

（
最
終
処
分
施
設
）

第
六
条
　
法
第
二
条
第
十
四
項
の
政
令
で
定
め
る
施
設

は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
　
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
受
入
施
設
及
び
検
査
施
設

二
　
特
定
放
射
性
廃
棄
物
を
容
器
に
封
入
す
る
た
め
の

施
設

三
　
換
気
施
設

四
　
排
水
処
理
施
設

五
　
管
理
事
務
所
そ
の
他
の
管
理
施
設

（
拠
出
金
の
延
納
）

第
七
条
　
原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構
は
、
災
害
そ
の
他

や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
発
電

用
原
子
炉
設
置
者
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
そ
の
者
の
納

付
す
べ
き
拠
出
金
を
延
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
済
産
業
省
令
へ
の
委
任
）

第
八
条
　
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
拠
出
金
の
納

付
方
法
の
細
目
そ
の
他
拠
出
金
の
納
付
に
関
し
て
必
要

な
事
項
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年

十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一

一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
日
政
令
第
三

三
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及

び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
七
日
政
令
第
二
七

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処

分
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
一
四
日
政
令
第
二

三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
の

施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
九
月
十
九
日
）
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
二
六
日
政
令
第
一

九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
設
置
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
七
月
八
日
）
か

ら
施
行
す
る
。
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